
 掲示期間5.26-6.4 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

令和８年５月２６日 

新潟市病院事業管理者 五十嵐 修一 

新潟市民病院管理規程第７号 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程 

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第２

５号）の一部を次のように改正する。 

第１条各号列記以外の部分中「第３４号」を「第３３号」に改め、同条第１号ウ（イ）

及び（ウ）を削り、同号ウ（エ）中「ＨＬＡ－Ａ（ＤＮＡタイピング）」を「ＨＬＡ－Ａ

（遺伝子型タイピング）」に、「２５,３００円」を「２２,０００円」に改め、同号ウ

（エ）を同号ウ（イ）とし、同号ウ（オ）中「ＨＬＡ－Ｂ（ＤＮＡタイピング）」を「Ｈ

ＬＡ－Ｂ（遺伝子型タイピング）」に改め、同号ウ（オ）を同号ウ（ウ）とし、同号ウ

（カ）中「ＨＬＡ－Ｃ（ＤＮＡタイピング）」を「ＨＬＡ－Ｃ（遺伝子型タイピング）」

に、「２６,９５０円」を「２２,０００円」に改め、同号ウ中（カ）を（エ）とし、

（キ）を削り、同号ウ（ク）中「ＨＬＡ－ＤＲＢ１（ＤＮＡタイピング）」を「ＨＬＡ－

ＤＲＢ１（遺伝子型タイピング）」に、「２９,１５０円」を「２５,３００円」に改め、

同号ウ（ク）を同号ウ（オ）とし、同号ウ（ケ）中「ＨＬＡ－ＤＱＢ１（ＤＮＡタイピン

グ）」を「ＨＬＡ ＤＮＡタイピング（ＮＧＳ－ＳＢＴ法）」に、「２７,５００円」を

「２４,７５０円」に改め、同号ウ中（ケ）を（カ）とし、（コ）を（キ）とし、同号エ

の表中「６６，７７０円」を「６７，８１０円」に改め、同条第１９号オ（イ）ａ中「３，

２００円」を「３，１００円」に改め、同号オ（イ）ｂ中「３,１５０円」を「３，０５

０円」に改め、同条第２９号を削り、同条第３０号中「５１，０００円」を「４０，００

０円」に改め、同号を同条第２９号とし、同条第３１号中「１１７，２００円」を「１０



６，２００円」に改め、同号を同条第３０号とし、同条中第３２号を第３１号とし、第３

３号を第３２号とし、同条第３４号中「４分の１」を「２分の１」に改め、同号を同条第

３３号とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和８年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規定は、この規程の施行の日以後の病院の使用に係る使用料及び手数料につ

いて適用し、同日前の病院の使用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例に

よる。 


